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私はゼネコンＡ社に属するＩ(43才)である。Ｈ市発
注の大規模浄水場建設工事の新任の作業所長をして
いる。あと半年で竣工を迎えようとしており、これまで事
故もなく、無災害労働時間も80万時間を超え、発注者
や会社からも高い評価を得ているモデル作業所である。

専門工事業者のＫ建設(下請け)とは長いつきあいで
あり、今回、私が初めて所長として采配をふるう大仕事
ということで、全社的な施工体制で応援してくれている。

私は単身でＨ市に赴任しており、週末は東京の自宅
で過ごしている。

私の仕事



事故発生

先週末を自宅で過ごし、今朝現場に出社すると、Ｋ建
設の現場代理人Ｔ氏(40才)から作業員が骨折事故を起
こしたとの報告を受けた。

土曜日の夕方、後片付け後引き上げる途中でベテラン
作業員Ｍさん（50才）が、よそ見をしていて安全通路上で
つまずき、転倒した拍子に股関節を骨折したという。転倒
時には本人もたいしたことはないと思い、そのまま帰宅し
たが、痛みがひどくなったためその日の夜に病院に行っ
たところ、骨折していることが判明した。



専門工事業者の対応

作業員Ｍさんから連絡を受けたＫ建設現場代理人
のＴさんは、翌日、Ｋ建設の社長に報告して今後の対
応を相談した。その結果、Ｍさん本人も自分の不注意
が原因のため労災とすることに戸惑いを感じているこ
と、また労災として処理すると元請けであるＡ社や私に
迷惑がかかり、さらにＫ建設にもＡ社からペナルティー
が課せられることを心配して、Ｋ建設としては、労災処
理をしない方針を採りたいという。

Ｍ作業員がけがをしたことは作業所の職員には知ら
されず、他の作業員もＭさんが別の現場に応援に行っ
たと聞かされているようである。今のところ、Ｍ作業員
の負傷を知っていたり、不審に思っている者はいない。



Ｍさんは何事もなければ、１～２ヶ月で復帰できる
そうである。
Ｋ建設の社長はすべて自分に任せて知らなかった
ことにしてほしいと先ほども再度念を押してきた。



労災の報告

労働安全衛生規則では、第97条で労働者死傷病の報告に
ついて、以下のように規定されている。

第97条 事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は
事業場内若しくはその付属建物内における負傷、窒息又は
急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式
第23号による報告書を所轄労働基準監督所長に提出しな
ければならない。

前項の規定において、休業の日数が4日に満たないときは、
事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月
から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期
間における当該事実について、様式第24号による報告書を
それぞれの期間における最後の月の翌月末日まで、所管労
働基準監督署に提出しなければならない。



不安・・・・

被災したＭ作業員は、治療費はもとより、Ｋ建設か
ら手厚い保証を約束されているため、特に不満は
持っていない。しかし、股関節については、今回の骨
折の前にも過去何回か負傷して、その都度仕事を休
んでおり、持病ともいえる状況にあるため、家族は心
配しているようである。

このまま何も無ければよいが、もし悪化して一生働
けなくなることも考えられるし、その時、Ｋ建設社長が
どこまで保証してくれるだろうかという不安もあるよう
である。



私（Ｉ所長）の悩み

私はこれまで何回か赤チン災害などの軽微なもの
については不問に付したことがあるが、今回のような骨
折を隠すという経験はない。

労災を監督署と発注者に報告した時点で作業は一時
ストップとなる。あと半年で竣工するこの時期に工事が
止まるのは大きな痛手である。事故報告書の提出や今
後の事故防止のための改善策も強く求められるだろう。

また、竣工後の工事成績にも影響し、大きな減点対
象となる。発注者に謝りに行くという面倒なこともしばら
く続くだろう。本社にも至急連絡しなければならない
し・・・。

今回の件、私はどのように対処すべきか迷っている。



この工事はこれまで事故もなく、高い評価を受けてい
る。作業者もモデル作業所と評価されている。Ｋ建設の
社長の言葉を信じ、社長にすべて任せて労災として処
理せずに何事もなく無事竣工すれば，私に対するＡゼネ
コン内の評価は高まるであろう。

一方、隠蔽が発覚する可能性はあるだろうか？ Ｍ作
業員の状況を不審に思い、事実を知った者からの通報
があるかもしれない。Ｍ作業員自身が、復帰に思ったよ
りも時間がかかったり、後遺症に悩まされて、労災の適
用を申し出ることも考えられる。

もし、労災隠しが明らかになれば、Ｋ建設は報告義務
を怠ったことから罰せられるだろう。また、共謀して労災
を隠蔽したとして、私も書類送検される可能性がある。



ゼネコンＡ社も発注者に対する報告をしなかったこと
で、市やそれ以外の自治体からも指名停止処分を受
け、今後の受注が減少して会社の存続にも大きく影響
しかねない。

労働基準監督署に報告した場合、監督署はどのよう
な見解を示すだろうか？ 本人の不注意であれば、作
業所長としての責任は問われないかもしれない。

けがをしたのが持病ともいえる箇所なので、私病と
判定される可能性もあるのではないか？ 私病であれ
ば、工事成績評価にも影響してこないのではないか？

本人の不注意以外に設備上の不備があった場合は、
元請けとして安全上の責任が問われ、指導票や是正
勧告といった措置が採られる。



ロールプレー

役割分担
（１）ＡゼネコンＩ作業所長、（２）Ｋ建設社長、（３）作業
員Ｍさん、（４）国民
検討のポイント
Ｉ作業所長、Ｋ建設社長
本来はどのように対応すべきか
ことの重大性をどういう順番に分析していくべきか
土木学会倫理規定にどのように抵触するか？
Ｍさん：後遺症が残った場合に、どういう対応をとる
可能性があるか？ どのようにこの事故を見るか？
国民
国民として、どのように対応すべきと考えるか？


